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「本物の」アボリジニとはmtか

ーオーストラリア都市先住民のアイデンティティの揺れに着目してー

栗田梨津子

はじめに

本稿は、現在のオーストラリア社会において、「本物の」アボリジニをめぐる基準がし、か

に構築され、それが都市のアボリジニのアイデンティティにどのような影響を与えているの

かを考祭するものである。現在、オーストラリア先住民の過半数が都市に居住 しているが、

遠隔地 (remotearea) 1)からの移住者を|徐き、都市の先イ':1こ民のItl(こは白人との混Jfll.が進む中

で、形質的にも文化的にも白人と見分けのつきにくい人々がし、る。彼らは、 1950年代から

1960年代にかけて傑用された同化政策時代に、オーストラリア主流社会における差別から

逃れるために、白人になりすまして生活する傾向が強かったため、 「見えない民族 (invisible

people) Jとされていた。しかし 1970年代の自主決定政策の下で、先住民であるかどうかは

自己申告制となり、先住民のための奨学金や住宅サービスなどの優先政wが施行されたのを

機に、それまで白人として生きてきたにもかかわらず、自らがアボリジニである と主張する

人々が現れ始めた。こうした人々の存在は、主流社会およびアボリジニ内部で¥「本物の(real)J 

アボリジニとは誰かをめぐる問題が生じる契機になった。

これまで都市のアボリジニのアイデンティティに関する研究は、 1970年代から 1980年代

にかけて、都市のアボリジニを中心とした権利回復運動の中で創出されたかしアボリジニ ・ア

イデンティティ(アボリジナリティ)に焦点を当てたものが主流であった。アボリジナリテ

ィとは一般的に、 「アボリジニ性Jまたは 「アボ リジニらしさJと訳されるが、その概念、を

めぐる研究においてアボリジナリティは、伝統的な文化に由来する文化実践の「持続性jと、

白人の権威への「抵抗」としづ 要素を基礎とするイデオロギーとされ [Keε能 1988J、高等

教育を受けたエリー トのアボリジニが政府や主流社会との交渉を通して集団的アイデンテ

イティを構築する動きが着目された[Jonesand Hill-Burnett 1982J。こうした研究では、アボ

リジナリティの構築が主に文化復興という側聞から論じられ、アイデンティティの交渉にお

けるアボリジニの主体性に焦点が当てられた。

しかし、白人による入櫛以来、オーストラリアにおいてアボリジニは「人種」という枠組

みで捉えられ、それが I未開Jや「日!f蛮Jといった奇定的なイメージと結び付けられてきた

ことを考えると、彼らのアイデンティティを文化的側面のみから捉えることは、今日のオー

ストラリア主流社会において機強く存在する 「人種jに付随する差別的価値観や偏見、さら

に、現にある白人とアボリジニの聞の不均衡な力関係、をil~視してしまうおそれがある。 アボ

リジニの主体性について論じる前に、今一度、歴史的に人極的カテゴリーと しての「アボリ
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ジニ」がどのように創出されたのかを振り返り、それが今日の人々のアイデンティティに与

えた影響に目を向ける必要がある。木綿では、アデ レードのアボリジニを事例に、現在のオ

ーストラリア社会において、具体的にアボリジニであるか否かが問題となる状況に焦点を当

てる。そして、し、かなる基準でアボリジナリティが判断されているのかを文化的側面に加え、

府の色、すなわち「人種Jという観点から考察することを目的とする。

木机における 「先住民Jと 「アボリジニJという言葉の用い方について説明が必要であろ

う。「先住民 Ondigenouspeople) Jという用語は、 1950年代から国際的なレベノレで本絡化し

た先住民運動の影響を受け、日本では 1980年代に、それまで用いられていた「原住民 (native，

aborigines) Jに代わる言葉として定着した2)。先住民の定義について国際的に統一された見

解はずf在しないが、スチュアートによ ると、先住=民としての権利一先住権(jndigenousrights) 

ーを主張する|燃の先住民としての指棟には、先住性 (indigeneity)、被支配性、歴史の共有、

自訟の 4つの要素が含まれるという[スチュアート 2009:16-20]。オーストラリア先住民に

は、白人による入植以前からオーストラリア大陸に住んでいた人々の子孫で、あるアボリジニ

と、オーストラ リアの北端部とパフ。アニューギニアの聞のトレス海11則こ存u・する島々に住ん

できた人々の子孫である卜 レス海峡諸島民が含まれるが、本稿で取り 上げるアデレードの先

住民の大多数はアボリジニであるため、以下ではトレス海峡諸島民を含めた先住民一般を指

すときには「先住.民」、それ以外は「アボリジニJをj刊し、ることにする。

以下、 !なではまず、人類学における民族や人組に関する議論、さらに都市のアボリジニ

のアイデンティティに関する研究史を概観し、現在のアデレードにおけるアボリジニ・コミ

ュニティの概況について記述する。21:主では、歴史的に国勢調査や政策において 「アボ リジ

ニjとい うカテゴリーがいかに定義され、さらに社会においてそのようなカテゴリーにどの

ような意味づけが行われてきたのかを整理する。その変遷をi概観する中で、時代や社会状況

に応じた定義の変化が今日アボリジニとしてのアイデンティティの揺れをもたらす原因と

なってきたことを論じる。3掌では、現在、政府機関やアボリジニ組織と いった組織レベノレ

で、どのようにアボリジナリティが判断されているのかを比較する。 4:i)誌では、アデレード

におけるアボリジナノレ・コミュニティ・カレッジ、 Tカレッジ3)に通う学生 3人の生活体験

の誇りに基づき、彼らが外J~IIから押しイづけられた基ít!iに個人レベルでどのように対処してい

るのかを考察する。

本稿でTカレッジの事例を取り 上げたのは次のような理由による。 Tカレッジは、アデレ

ードの成人アボリジニに とって主要な伝統文化およびアボリジナリティの再構築の場であ

る。そこでは、 学生の多くが、これまで他者からアボリジニであることを容易に受け入れて

もらえなかったという経験を共有する中で、伝統文化の学習に加え、 他のアボリジニとの交

流を過して、アデレードのアボ リジニ ・コ ミュニティの一員としての帰属意識を高めようと

する姿が見受けられた。

しかしながら、 3時ーで許述するように、 Tカレッジは、アボリジニ主導で管理、運営が行

われるものの、政府からの資金援助に依存しているという状況から、アボ りジニの伝統文化
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を再生する場であると同時に、政府、アボリジニ組織、アボリジニ個々人の聞でのアボリジ

ニをめぐる多機な表象と解釈がせめぎあう場でもある。つまり、このカレッジは、アボリジ

ニとしてのアイデンティティを強化する場であるにもかかわらず、アボリジニの聞でアボリ

ジニとは何かをめぐる解釈のズレが生じ、結果としてアボ リジナリ ティを批判に晒す場にな

り得るとし、うノfラドックスを有しているのである。教育機関における伝統文化の再構築に;f:，:

目した研究は既に蓄fi'iがあるが、既存の研究ではこのような矛盾は看過されてきた。アボ リ

ジニ同士のアイデンティティをめぐる差異化と同一化の競合という現象は、現在の都市部に

おけるアボリジニのアイデンティティの揺れを顕著に表しており、本稿の事例として適切で

あると考える。

l 先行研究と都市先住民の概況

トl 先行研究の概要

都市におけるアボリジニのアイデンティティを分析するにあたり、ここではその理論的前

提として、エスニシティおよび「人種Jという概念を整理した上で、本論文との関わりにつ

いて7命じる。

エスニシティとは、 1960年代のアジア、アフリカにおける新生国家の誕生、アメリカの

機々なエスニック集団の権利回復運動等の社司会的状況を反映して、主に英語圏諸国の社会科

学の学界において新たに生まれた概念、であった。すなわち「エスニシティ 」という熟語は、

古典的な「民族」論では捉えきれなくなった世界各国の状況を杷援するために登場したもの

である [情物11 1996:8-9;綾部 1985:8・10;Cohen 1978:379-380J。

これまでエスニシティをめぐる解釈は、 一般的に、成員間で共有されている諸属性を基準

に、民族集団を概念規定するものであるとしづ客観的定義に対し、成員のもつ帰属意織や問

類意識といった主観的意識を重視して民族集団を定義 しようとする主観的定義に分けられ

る。客観的定義に関して、たとえばイサジフは、エスニシティについての既存の定義を検討

する中で、共通の出自、同ーの文化、 宗教、 言語に併せて、人種が使用頻度の高い属性であ

る点を指摘しているClsajiw1974: 117-118J。客観的定義或いは主観的定義という点、に関し、

多くの論者は折衷主義の立場をとり、両者は排他的な関係にあるのではなく、むしろ相補的

な関係であることが指摘されてきた[李 1985・205-206;Shibutani and Kwan 1965:47J。さらに、

エスニシティの主張が民嫉集団への原初的愛着に由来するという原初的アプローチ [Geertz

1963Jに対し、政治・経済的利益追求のための文化の意識的操作に由来するという動員論的

アプローチ [Cohen1974J という立場にも分げられてきた。その他にも、パノレトは、エスニ

シティを民族集団の境界との関連で捉え、民族集団は文化的要因によってではなく、他の民

族集団との相互作用において、排除や編入を伴いながら決定される成員資絡によって規定さ

れるとした [Barth1969・14-15J。

一方で、エスニック集団と人種の差異については、エスニック集団が 「文化的基準にもと
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づき社会的に定義された集団」であるのに対し、人種は「身体的基準にもとづいて社会的に

定義された集団Jであるという定義 [vanden Berghe 1967・9-10]が広く受け入れられてきた。

また、人種は、ある集団の特権を守るために他者を排除するプロセスにおいて用いられ、 一

方で、エスニシティは、共通の利益を有する集団の団結力を高めるために、 他者を包摂するプ

ロセスで用いられるとする考え方もある。この考え方のもとでは、エスニック集団の成員資

格は自発的に決められるのに対し、人種集団は、他者によって規定されるということになる

[Banton 1998・198・199]。

しかし近年、人種は、 主に自然人類学において明確な定義や分類ができないなどの理由か

らその生物学的実在性が否定され、社会的構築物にすぎないとしづ認識が浸透する と、人類

学全般からは「人種」とい う概念自体が姿を消し、エスニシテ ィが「人種」の代替諮と して

の役割を果たすようになった[育相[11997:102・104;竹沢 1999・434J。

竹沢によると、 今日、人種とエスニシティの関係性をめぐる議論は、第 lにエスニシティ

を人種の下位純時として位鐙づけるもの、第 2に人総をエスニシティの構成因子のーっとみ

なすもの、第 3に 「人種」とい う概念、そのものを完全に廃楽し、「エスニシティ 」に統一す

る考え方、第4に人種とエスニシティを概念的に区別すべきとする立場に大別されるとし、う。

しかし、竹沢自身は、人種とエスニシティは、 二者択一的な排他的関係として理解されるも

のではなく、どちらも個人の多重的アイデンティティの一部を構成するものであると述べて

いる[竹沢 2005・16-18]。

このように竹沢が「人種j と「エスニシティ Jの概念を完全に切り雌せないとする背景に

は、アカデミズムにおいて 「人種Jが 「エスニシティ 」に取って替わられでも、現実の社会

において人種差別は根強く存在しているという事実がある。人類学において長らく「人種j

は語られなかったが、近年、国際的な移民の増大等によってもたらされた新たな形態の人種

的不平等に|刻する議論が行われている [Harrison1995J。こうした議論で着目 されたのは、

従来の人種差別とは奥なり 、より複雑で隠然とした差別構造で、あった。たとえば、近年のヨ

ーロッパにおける移民排斥にみられるような新人種主義では、 19世紀の人種主義のように

皮胞の色といった「生物学的Jとされる要素ではなく、 言語や慣習、行動様式など「文化」

というよりソフトな響きをもつものの異質性が姶玉にあげられ、その差別形態は巧妙で認識

されにくいとされている [竹沢 2005:17]。新人種主義はまた、西洋先進国で|盗議したネオ

リベラリ ズムとも関連付けられ、個人の能力、選択の自由や文化的差兵ーといった考えの下で、

現実・の人種主義が否定され、人種主義を引き起こす社会:1，IJl支の内部構造が隠蔽されるといっ

た問題が指摘されている [Mullings2005:679]。

では、オーストラリアの研究者の問で、エスニシティと人穏の関係はどのように捉えられ

ているのであろうか。現在のオーストラリアの人類学における人種とエスニシティの関係性

は、竹沢が傑示 した第三の立場に近く、植民地初期に形質人類学者によって扱われていた「人

種」の問題は、社会人類学の興隆に伴い、文化的差異の問題へとすり終えられることになっ

た [Cow1ishaw1986:12J。
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この傾向は、都市のアボリジニのアイデンティティに関する先行研究にもみられた。アボ

リジニの都市移住が始まって問もなし、 1940年代には、アボリジニであるかどうかの基準は

身体的特徴に拠るところが多く、研究者の問では都市の混血の人々はもはやアボリジニで、は

ないとみなされていた。そのことは、1940年代後半にアデレードで調査を行ったパーント

らが、都市に居住する混IhLのアボリジニについて言及する際に「アボ 1)ジニ(‘aborigines')J 

とコンマを付していたことにも顕著に表れている [Berndtand Berndt 1951 :236]。このl時代に

は、混血の人々は、いずれ完全に白人社会へと吸収され、白人化することが想定されていた

のである [Morgan2006:44]。

しかし、次掌で詳述するように、 1970年代以降、アボリジニによる自主決定が奨励され

る中で彼ら自身による自己規定が可能になると、アボリジニのアイデンティティに関する議

論から「人種Jという概念、は見られなくなる。特に、権利回復運動の中で都市のアボ リジニ

によって創出されたアボリジナ リティをめぐる研究では、アボリジナリティとは血縁や地縁、

同ーの祖先に対する原初的な愛着に由来する所与のものではなく、共通の政治・経済的利益

を増大するために構築された ものに過ぎないとみなされ [VonSturmer 1973 :25; Berndt 

1977・8]、それは文化的共通性を基礎とするエスニ シティと同一視される傾向があった

[Pierson 1977a:315-316; Coombs， Brandl and Snowdon 1983]。

このようにアボリジナリティが文化的側面から論じられる中で、ホリンズワースは、アボ

リジナ リティ研究において断片的にではあるが人種や人種主義について言及している。彼に

よると、アボリジナリティは、Ifrlすなわち生物学的出自と、文化の継続性、および政治的抵

抗という 3つの枠組みとして捉えられるものであり、そのし、ずれもが人種主義と摘民地とい

う文-脈の中で形成されてきたとし、う。特に、血や逃伝学といった考えは、アカデミズムにお

いてはもはや廃れたものであるにもかかわらず、アボリジニの聞では集団として団結し、先

住民と しての特別な地位や権利を要求する際の根拠のーっとなっていると述べている

[Hollinsworth 1992: 141-142]。しかし、彼の議論は、政治的脈絡において主張されるアボリ

ジナ リティを榊成する一要素としての人種や生物学的出自の重要性の指摘にとどまり、その

ような要素が日常生活においてアボリジニ個人によってどのように捉えられているのかに

ついては具体的な検討がなされていない。

個人レベルでのアボリジニのアイデンティティに着目した研究と して、たとえば、鈴木は、

シド、ニーにおける混血のアボリジニの中で、も外見上白人とみわけがつきにくい人の問では、

アボリジニであるという意識を明確にするために、 学校等の教育機関で言語、芸術、ダンス

をはじめとする客観的な文化要素を学習することを通して、アボリジナリティを構築する動

きがあることを報告している[鈴木 1995:150-161]。また、松山は、アデレードに居住する

混血のアボリジニの生活体験を、各時代の先住民政策や諸法との関わりにおいて分析する中

で、家族や個人レベルでのアイデンティティの葛藤や揺れについて言及している[松山

1993:417・441;松山 2006・77・114]。鈴木や松山の研究でも、やはりアイデンティティが文化

的および歴史的観点から分析され、それが身体的形質、すなわち「人積Jとどのように関わ
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っているのかについてまでは具体的に論じられていない。

以上から、先行研究には2つの問題があると考える。第 lに、先行研究では、都市のアボ

リジニにおけるアイデンティティの|唆|床化が指摘されてきたが、実際に個人が、 主流社会の

人々だけでなく、 周囲のアボリジニからアボリジニで、あることの承認を得ようとする際に、

文化の継続性と生物学的出自という双方の要素がアボリジニとしての受け止められ方にど

のような影響を与えているのかという点が看過されていたということである。第2に、これ

までの議論では、支配者である白人対被支配者としてのアボリジニという 二項対立的な図式

が前艇とされ、双方のカテゴリー内部の多機性が捨象される傾向があった。これらの問題点

を踏まえ、本稿では、アボリジニで、あることの基準が、政府、 主流社会、アボリジニ組織、

アボリジニ個人の立場からどのように捉えられ、 それぞれが交差してきたのかを、「人種J

と文化という双方の観点から検討する。それによって、「本物の」アボリジニの基準をめぐ

る揺れが明らかになり、これまで文化の問題として促えられがちであったアボリジニのアイ

デンティティをより多角的な視野から考察することが可能になると考える。

ト2 アデレードのアボリジニ・コミュニティの概要

2006年の国勢調査によると、アデ レードにおいて先住民として自己申告した人は約 12，000

人であり、アデレードの総人口の約 1.2%を占める [AustralianBureau of Statistics 2008: 18J。

彼らは、 lつの地域に集住することなく、市内全域に分散して肘休している。これは、 1970

年代から実施されているアボリジニ住宅分散政策によるものである。当時都市に移休 してき

たばかりのアボリジニの多くは低所得者であったため、彼らは州政府の管轄下にある南オー

ストラリア住宅信託 (SollthAlIstralian HOllsing Trust) を通してアボリジニのための公営住宅

に居住するというパターンが一般的で・あった。住宅分散政策では、アボリジニの住宅を市内

全域に分散させることがゲットーの形成を防ぎ、最終的にそれが彼らの主流社会への同化を

促進することにつながると考えられた [Gale1972J。

しかしながら、 このよう な居住地の分散は必ずしもアボリジニ同士のつながりを分断した

わけではなかった。アボリジニの住宅をはじめとする低所得者層のための公営住宅は、地価

の安いアデレード北西部および北部郊外に相対的に集中する傾向があった [Galeand 

Wundersitz 1982・76Jo 1960年代から 1980年代に南オーストラリア州南部の ミッショ ンから

移住した人々の大半は、既にこれらの郊外に居住している親族を頼って移住し、彼らは移住

後も、親族や同じミッション出身の知り合いの家に居候するか、または地理的に近接した場

所に居住するなどした。こうしてアデレードの一定の地域に同胞者同士の社会的ネッ トワー

クを形成し、維持していたのであるヘ

また、彼らの社会的ネットワークは親族レベルを越えて、組織レベノレまで、拡大されること

もあった。アデレードへ移住して問もない頃、移住者の多くは、劣悪な住宅環境や雇用や教

育の場iにおける差別などの様々な問題に直面していた。そこで、州南部出身者が中心となっ

てこうした問題に対処するための自助組織や任意団体が設立され、自助組織はアボリジニ同
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士が交流する場を提供していた [Pierson1977bJ。

しかし現在、そのような自助組織はもはや存在せず、代わりに、政府からの資金援助を受

けた、教育、 鹿用、医療等の分野で、アボリジニを支援するための様々な組織が設立されて

いる。これらの組織では、 一般的に、地元の市議会から派遣された白人のマネージャーの下

でアボリジェの職員が働くという形態がとられている。そのため、現在、アデレードのアボ

リジニが集まり、交流する場は、謝罪の日や NAIDOC週間等5)に行われるアボリジニ関連の

イベン卜くらいであり、それ以外は冠婚葬祭や誕生日パーティーなどに家族ごとに集まる程

度である。

また、アボ リジニ・コ ミュニティにおける人々の紫がりの度合いは、出身地域によって異

なる。現在、アデレードのアボリジニの主な出身集団は、アデレード平原のガーナ (Kaurna)

めをはじめ、マーレ一川下流域のラウカン(ポイント・マクレイ)・ミッション出身のンガ

リンジェリ (Ngarrindjeril 7)、ヨーク半島のポイント・ピアス ・ミッション出身のナーラン

ガ (Narangga)や、北部準州やクイーンズランド州等の他州出身の人々まで様々であるが、

とりわけラウカンやポイント・ピアス等の州南部出身者およびその子孫は、互いに頻繁に会

うことはなくても、それぞれの親族がどこに住んでいるかなどをある程度把握しており、町

などで会えば挨拶を交わし、互いの近況を報告 し合う。さらに、近年では、直接の対面によ

る情報交換に加えて、インターネットのソーシャル・ネットワーキング・サイトへの書き込

みを通して、アデレードのみならず、他州、|や海外等の遠方に居住する同胞者同士の近況を碓

認し合うというケースも見られるようになってきている。このように、現在のアデレードに

おけるアボリジニ・ コミュニティとは、伝統指向型のアボ リジニ社会にみられるような親族

関係を法雄とする実体的な共同体としての「コミュニティ」ではなく、緩やかにつながった

社会的ネットワークとして従えることができる。
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ヲリス事ルブ11--ーク

図 l アデレードとその周辺国

(NT:北部準州、 QLD:クイーンズランド州、 NSW:ニューサウスウェーノレズ、州、 VIC・
ビクトリア州、 TAS:タスマニア州、 SA・南オース トラリア州、 WA:西オース トラリア
州) ([Amery 2000] を基に筆者作成)

2 アボリジニ」のカテゴリーの変遷

2-1 1967年以前

オーストラリアでは、 1967年の国民投票で慾法が改正されるまで、国勢調査においてア

ボリジニは「純血(‘full-blood')Jと「混血(‘half-caste'l'part-Aboriginal')Jに分けられ町、「純

血Iのアボリジニは国勢調査から除外在れていた。また、これを決定する権限は州政府にあ

ったため、アボリジニの定義は州ごとに異なっていた。たとえば、クイーンズランド州では

同化政策時代にあたる 1965年のアボリジニ法において、「アボリジニ (Aborigines)J 、「混血

のアボリジニ (part-Aborigines)J、「政府援助をう けるアボリ ジニ (assist吋 Aborigines)Jの 3

つのカテゴリーが設けられた(先住民政策の変遷については表 lを参照)。これらのカテゴ
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リーは、アボリジニの白人社会への同化を支援する福祉政策において、政府からの特別な援

助をうける対象を定めるためにつくられた。

表 l 先住民政策の変遜

SA:南オーストラリア州、 NT:北部ilHH

入植初期 (1788 年~1900 年頃)

1859 ポイントマクレイ (PointMcLeay)ミッションの設立(SA)9)

1868 ポイントピアス(PointP伺 rce)ミッションの設立(SA)

隔離・保護政策時代 (1901~1950 年頃)

1911 アボリジニt去の制定 (SA)

1939 アボリジニ法の改正(SA)

同化政策時代 (1950 年代~1960 年代)

1962 アボリジニ関連法の制定(SA)

1966 人種差別禁止法の制定(SA)

1967 国民投票によるアボリジニへの市民権の付-与

自主決定・自主管理政策/多文化主義政策時代(1970年代~現在)

1976 アボリジニ土地権法の制定(NT)

「アボリジニJとは、先住民の純血の子孫、アボリジニの血が優勢である人、既に定義し

たアボリジニの配偶者として共に生活する混血のアボリジニ、アボリジニ専用の旧居留地で

依然として生活している人を指していた。「混血のアボリジニ」とは、両親のうち一人が純

血のアボリジニで、もう一方が先住民の血を引し、てない人か、両親ともアボリジニのJIIlを引

いているが、本人自身アボリジニのlfilが優勢ではないとみなされた人であった。優勢の度合

いは、科学的根拠に基づくものではなく、日野の色や顔の特徴を基に政府当局の裁量によって

決定された。そして、以上の 「アボリジニj および「混血のアボリジニJの2つのカテゴリ

ーのなかで、クイーンズランド州政府が白人社会への同化を特に認め、その上で特別な援助

を必要とすると判断した人が「政府援助をうけるアボリジニJとされた[Rowley 

1970:341・351J。

クイーンズランド州以外にも同様の制度があり 、州ごとに設定されたカテゴリーの問には

大きなズレがあった。たとえば、西オーストラリアでは 1936年以降、先住民には「ネイテ

ィブ (native)Jというカテゴリーが)-11し、られていたが、「ネイティブ」には、先住民出自を

有する純血の人が含まれ、先住民の血の割合が 25%以下の人や、 国内や国外で兵役を務め、

退役した人は含まれなかった。また、 1966年に同州で行われた国勢調査では、アボリジニ

の血を 50%以上引く人々はすべて Iネイティブ」であるとみなされていたが、同時期に北

部機州では、純血のアボリジニ以外はすべて 「白人jとして分類されていた [Taz1979:83・84;
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Schapper 1970:157]。そのため、人々は地域によって I白人Jにも「アボリ ジニJにもなり

得たのである。このように 1967年以前、アボリジニであるかどう かは、アボリジニのJIILの

割合を基に決定され、その定義は一貫性を欠いていた。

さらに、実社会において、アボリジニというカテゴリーには常に否定的な意味が付与され

ていた。たとえば、南オーストラリアでは 1911年に施行されたアボリジニ仏・(AboriginesAct) 

10)の下で、アボリジニにはチーフ・プロテクター(アボリジニ保縫官)の許可なしでの保護

区からの移動の禁止や飲酒の禁止などさまざまな法的義務が課されていたが、 1939年のア

ボリジニ法改正による免除制度では、知的水準や同化の度合いがi吉iく、品行方-正であると政

府が認めた者については、これらの義務が免除されることになった。免除規定を受けた人々

は、市民権をはじめ、白人たちが享受している殆どの権利を獲得することができた。彼らは

白人社会において「名誉白人」であることを宣言する証明書の携帯を義務付けられ、それを

提示すればホテルで酒を買うこともできた [Broome1994: 170]。しかし彼らは、機々な法的

制限から解放される一方で、もはや「アボリジニではなしリとされ、リザーブへの居住や、

チーフ・プロテクターの許可なしでのリザーブに住む親族の訪問が禁止されるなどの制約を

新たに受けることになった。それは親族との紙約の分断をもたらした。彼らは白人社会の中

で、極めて低賃金の仕事にしか就くことができず、その生活のレベルは必ずしもリザーブ居

住時よりも向上したわけではなかった [Mattingley1992:45-49]。

アボリジニについての否定的なイメージは直接府の色に関連づけられることもあった。彼

らの中でも胞の色が黒い人々には、「不衛生、怠惰、知能が劣っているJといったイメージ

が付与され、一方胞の色が白い人ほど主流社会への同化の可能性が高いと考えられたのであ

る。このことは先住民の教育政策に顕著に表れていた。隔附・保護政策時代に、教育省は、

混血のアボリジニの方が純血のアボリジニよりも知能が高いと考えていた。そのため、先住

民教育政策は主に混血の子供を対象としたもので5あった。また、当時は教師の問でも、純血

よりも混血の子供、混血の中でもハーフよりクォーターの子供というように、白人の血の割

合が高いほど学力が高いと想定されていた [Elkin1937:493]。

2-2 1967年以降

アボリジニが市民権を獲得した後の 1971年の国勢調査からは、混血と純血の区別はなく

なり、先住民であるか否かは自己申告制によることになった。 そして、 「アボリジニあるい

は卜レス海峡島唄民とは、 当人がその子孫であることを認識し、かつ、 居住する周囲の人び

とにも、そううけいれられている人びとをさす」という連邦政府の定義川が一般的に受け入

れられるようになった [Departmentof Aboriginal A仇 irs1981: 1]。

また、 1970年代前半から施行された自主決定政策では、先住民が抱える問題を先住民自

らが解決することが奨励され、 基本的に「アボリジニとは誰か」をアボリジニ自身が規定す

ることが可能になった。当時自治回復を求めていたアデレードのアボリ ジニの聞には、白人

によるl呼称である 「アボリジニj の代わりに、「ヌンガ (nunga)Jや、ンガリンジェリ、ナ
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ーランガ、コカタ等の出身地域集団名を名乗ることによって自律性を表わす邸Jきがみられた。

こうした名乗りは、し吋"れも政府が規定した国勢調査のカテゴリ ーに対応するものではなく、

彼ら独自の意味山ー界の中に 自己を位置づける実践であった [Jordan1985:34J。都市のアボ リ

ジニは、歴史的に主流社会から押しつけられた否定的なアイデンティティに代わる肖定的な

アイデンティティの構築も試みた。今日アボリジニの間で聞かれる「私はアボリジニである

ことを諮りに思う(‘1am proud to be an Aboriginal') Jという決まり文句も こうした社会状況

の中で生み出されたものである。

しかし一方で、アボリジニであるか否かが自己申告制になると、それまでの国勢調査や政

策に見られた定義における|唆|床さが問題となり、アボリジニ内部で「本物の」アボリジニと

は誰かをめぐって意見が分かれるようになった。たとえば、アボリジニの中でも政府関係の

職に就き、 自らを白 人社会 の一員 として位置付けている人々 は 「偽のホワイト

(‘pseudo-whites') Jと呼ばれた。一方で、同化政策時代には白人として生きていたにもかか

わらず、 1970年代に優遇政策が開始されて以降、アボリジニであると名乗り始めた人々は、

「偽のブラック(‘pseudo-blacks')J 12)または、外見は茶色いが内面は白いという意味で「コ

コナッツ」と呼ばれ、アボリジごとしての真のアイデンティティを持っていないとして非難

されたのである [Gilbert1977・205-210J。

自主決定政策の下では、アボリジニ自身による自己規定が可能となったが、それは実際に

は全ての状況において認められたわけではなかった。後述するように、土地権などアボリジ

ニとしての権利を主張する際には、具体的に誰がそのような権利を享受する資格があるのか

を政府が規定するケースもあった。その場合、アボリジニであることは、従来の混[f[lのj党合

いに代わり、文化の保持の程度という新たな基準によって判断されることになった。

1970年代以降、優先政策や福祉サービスが導入されると、政府は、支援に関わる政府職

員のアボリジニに関する理解の向上を 目的とし、彼らを対象にオーストラリアの全てのアボ

リジニが共有する文化的指標なるものを教授しようとした。たとえば、人類学者のクームス

らは、 1983年に、アボリジニへの社会福祉サービスに携わる公務員を対象としたアボリジ

ニの特徴に関する報告書を発表 した。クームスは、 第二次世界大戦後のアボリジニ行政に大

きな影響を与えてきた人物であり、この報告書は、アボリジニへのサービスを円滑に実施す

るために作成されたものであった。その中で、彼は全てのアボリジニによって共有される特

徴として、1.先住民の子孫である こと、 2歴史的・文化的経験の共有、3アボリジニ的世界

観の信奉、 4.土地や自然への愛着、5親族の相互扶助を義務とする社会関係の維持、 6.葬儀

とそれへの参加の重視、 7.2つ以上の言語を話すこと、の 7点、を挙げた [Coombs，Brandl and 

Snowdon 1983:21 ]。しかし、これらの要素は、伝統文化が強く維持されている遠隔地のアボ

リジニの社会をそデ、ノレに抽出されたものであり、都市のアボリジニがこれらすべての条件を

満たしていることは考えられなかった。

アボリジニであることを伝統文化の保持と結び付けようとする姿勢は、アボリジニの土地

権主張への政府の対応に顕著に表れていた。自主決定政策では、 1960年代から活発化して
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いたアボリジニの土地権問題への対応が重要課題とされたが、 1976年に制定された北部準

州のアボリジニ土地権法では、アボリジニとしての出自に加え、「アボリジニの伝統

(‘aboriginal traditions') Jの保持者のみが土地権を主張する資格があるとされた。「アボリジ

ニの伝統Jとは「アボリジニ一般またはアボリジニのコミュニティや集団のもつ伝統の様幹

である儀礼、慣習、信仰を含むものとする」とされ、 土地権の回復請求にあたって、人々は

白人の入植以前の法や土地との精神的つながりを証明することが求められたのである

[Povinelli 2002・51-52J。したがって、 自主決定政策は、アボリジニとは何かに関する自主決

定を福いながらも、政府によって選び取られた文化の基準を人々に押し付けるという点で矛

盾を苧んだものであったといえる。

アボリジニの伝統文化を価依づける紛jきは、 1980年代以降の多文化政策において一層加

速する。オーストラリアでは 1973年に、それまでの自家主義に代わる新たな国民統合政策

として多文化政策がれら11:された。多文化政策は当初、移民や難民等のエスニック集団を対

象としたものであったが[関根 2000目41-42J、1980年代に入り、政府がナショナル・アイデ

ンティティの拠り 所を先住民の文化に求め、多文化政策lこ先住民も含まれるようになると、

先住民の文化は企ての国民によって祝されるべき国民的遺産として位置付けられるように

なったのである [OffiωofMulticulturalA伯 irs1989:48J。

このように 1970年代以降、政府レベルでは文化的観点からアボリジニを規定する強力きが

みられるが、 一方で主流社会では、依然としてアボリジニで5あることは胞の色に結び付けら

れることもあった。たとえば、 1980年代以降、 芸術家、作家等によって生み出されたナシ

ョナリズムの言説では、アボリジニが純粋さや神秘性を持ち備えた 「未聞の他者」として 宵

定的にHljかれたものの [Lattas1990:58-64J、ここで「米関の他者」とは、 府の色が黒く、伝

統文化を保持する遠隔地の「本物の」アボリジニのことを指し、そこから都市の混血のアボ

リジニは排除されていたのである [James1993:209-212J。

純jfIjのアボリジ、ニを「木物のJアボリジ、ニとする見方は主流社会において現在でも存

在する。たとえば、近年では、 某新聞のコラムニストが、政治、 芸術、アカデミズム等

の分野で現布活躍している胞の白いアボリジニは、ヨーロッパ人としての出自よりもア

ボリジニとしての出自を主張することにより、アボリジニとしての人種的差異を不当に

利用しているというコラムを発表 して、混血のアボリジニを憤慨させ、人種差別で・ある

として訴えられるという事件が起こっている [H巴raldSun Sep. 28. 2011 J。また、主流社

会の中でもとりわけ、アボリジニへの人種差別が激しい地方11fTの白人の問では、 今日 でも純

血Lのアボリジニこそが木物のアボリジニで、混血のアボリジニは犯罪などの社会的問題の根

源、であるという見方が根強く残っているという (2010年 6月 16日、アデレード在住の白人

活動家への聞き取り調査より)。

以上から、 1970作ー代以降、政策レベルではアボリジニであることと胞の色は切り離され

たにもかかわらず、主流社会では依然として人種概念に基づくアボリジナリ ティの設定が行

われていることがわカλる。
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3 組織レベルにおけるアボリジナリティの基準

3・l 政府機関の場合13)

前章で述べたこれまでの政府および研究者からの純阿佐化は、「本物の」アボリジニの基準

にどのような影轡を与えてきたのだろうか。ここで、今日のオーストラリア社会においてア

ボリジナリティの提示が必裂となる状況に着目 し、政府機関およびアボリジニ組織において、

それぞれどのような基準が用いられているのかを検討する。

現在、先住民を対象とした住宅供給サービスや奨学金 (ABSTUDyI4
)) 等の申請にあたっ

て、先住民であることの証明書:の提出が求められることがある。その背景には、 白人が先住

民であると偽ってサービスを受けるのを |幼ぐという ~llV、がある。政府機関に提出するアボリ

ジニまたは卜レス海峡品晩民証明書 (Confirmationof Aboriginal or Torres Strait Islander 

Descent Form、以下アボリ ジニ証明書15)) では、通常以下の 3点を表明することが求められ

る。

1.アボリジニまたはト レス海峡島唄l民の子孫であること

2.アボリジニまたはト レス海峡島唄民でRあることを自認していること

3.現在住んでいる、または過去に住んでいたコミュニティによってそのように受け入れら

れていること

これらの基準は国勢調査における先住民の定義に沿ったものであり、現在では三つの条件

のうちコミコニティからの承認、が最も重視されている。ここでまず、アボリジナリティの判

断の具体的なプロセスとして、南オーストラリア州政府の住宅供給サービスの事例を挙げる。

アボリジニ住宅サービス (AboriginalHousing Services :以下 AHS)は、州政府が提供する

アボリジニのための賃貸住宅プログラムである。AHSは、南オーストラリア州において、

アボリジニがtl二宅、健康、教育面で依然として且ーも不利な立場にあるという認織の下、地域

社会の住宅供給業者と辿携して、彼らに安価な賃貸住宅を斡旋することを 目的としている。

政府職員によると、 AHSが提供するアボリジニの賃貸住宅の数は、 一般の低所得者層を対

象とした公営住宅に比べて非iヰ?に限られているにもかかわらず1師、以前、 AHSの物件に白

人が応募し、実際に彼らに住宅が供給されてしまったケースが数件あったという。そのため、

現在応募者には全員、住宅申詐i書、所得証明書;、身元証明書に加えて、アボリ ジニ証明i!~~の

提出を義務づけているという。職員は、これらの書類をもとに、社会的要因、 医療上の問題、

文化的製図、財政的要因の 4つの観点から、応募者を緊急、皮の高い順にカテゴリーlらカテ

ゴリー3へと分類することになっている。

アボリジニ証明書には、 J二述の 3つの基準を満たしていることに加え、出身コミュニティ

名または言語集団名、さらに「家族の詳細Jとして阿親の槌父旬の代までの氏名を記述する
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側が設けられている。また、応募者は出身コミュニティの認定組織17)からアボリジニ証明書

を入手し、それに公印 (commonseaI)を添えてもらわなければならない。応募者が他1'1'1出

身の場合には、 基本的に出身コミュニティまで出向く必要がある。コミュニティの認定組織

は、アボリジニやトレス海峡島敏l民によって構成され、最も信滋性が高いために、 AHSで

は認定組織の公印があるか密かが応募者のアボリジナリティを判断するヒで、最も重視され

ている。

2作者が聞き取り調査を行った AHSのアボリジニの男性l隊員によると、認定組織でのアボ

リジナリティの判断2基準は、先述の 3つの要素を基礎とするものの、実際にその基準の厳し

さをめぐっては組織問でばらつきがあるという。具体的には、ある組織では先住民出自を有

していれば比較的容易にアボリジニ証明書が発行されるのに対し、別の組織では認、定組織の

メンバーに知られていなければ発行されないこともある左いう。しかし AHSや多くの認定

組織は、アボリジニの中でも過去の親子強制隔離政策問によって親元から引き離された 「盗

まれた世代」の人々の場合、出身コミュニティとのつながりの証明が困難であることを配慮、

し、応募者が組父母や曾祖父母の代まで系譜を辿らなくてすむように、プロセスの簡素化を

進めているという。AHSではこのような人々には、 「疏まれた世代」の肉親探しゃ家族との

再会を支援する政府系サービス (SAリンクアップ・サービス) 19)を紹介している。この男

性職員によると、このサービスを利用すれば大抵は証明書を入手でき、これまで「盗まれた

世代」であるという理由で家を獲得できなかったケースは稀であるという。

このように政府機関では、アボリジナリティの判断にあたって、出身コミュニティの認定

組織の公印さえあれば十分であるとされ、出身コミュニティとのつながりの証明が難しい

人々への配慮が窺えた。さらに、この男性職員は、アボリジニ証明書の目的は、あくまでも

アボリジニであると偽る人々を排除することであり、応募者のアボリジナリティ自体を疑 う

ことではないと強調していた。

3-2 アボリジニ組織の司1・ofO
)

次に、アボリジニ組織におけるアボリジナリティの判断の基準を紹介する。アデレード北

西部郊外にあるアボリジニの・ための職業専門学校、 Tカレッジは、現在アデレードのアボリ

ジニが集まり、交流できる数少ない場所の一つである。このカレッジは、成人のアボリジニ

に職業技術の習得の機会を与え、最終的に彼らの就職率を向上させることを目的として

1973年に設立された。ill!営!s:の大部分は政府からの資金提供に依拠するものの、 管理・運

営は完全にアボリジニが行っている。筆者が調査を実施した 2008年の時点では、職業用英

語、ビジネス、接客、社会奉仕、 園芸の5つのコースがあり 21)、約 150人の学生が在籍して

いた。 学生の年齢層は、 10代後半から 60代にわたって多様である。

このカレッジは、アボリジニであれば基本的に誰でも入学できる。入学出願時におけるア

ボリジニ証明書の提出は強制ではないが、入学担当課の職員が出願者のアボリジナリティに

疑いを持った場合に提出が求められるこ左がhある。入学担当課のある女性職員によると、た
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とえば、 「つい最近になって自分がアボリジニであることを知った」あるいは「私の祖国ま

たは曾祖母がアボリジニであったJと言 う人は、実際に自分の親族関係や出身コミュニティ

さえも把握していないことが多いため、アボリジニ証明書の提出を求めることがあるという。

さらに彼女は、ある学生がアボリジニであるかどうかを判断するための方法を2つ挙げた。

lつは、彼らの両親の家族名から判断する方法で、ある。彼女は、 南オーストラリアにおける

大半のアボリジニの家族名を把握しているため、彼女がその家族をう，Ilっていれば、アボリジ

ナリティを判断するのに十分であると諮っていた。もう lつの方法としては、他の学生から

の苦情がある。たとえば、ある学生の出身コミュニティと年齢が分かつている場合、他の学

生から「もし彼女がそこで生まれたなら、私が知っているはずよ。なぜな ら彼女は私と問じ

年だから。」というように、クレームがつけられることがある。

Tカレッジのアボリジニの問では、初対面の者同士が会うと必ず互いの親族的なつながり

が縦認される。60代のある男性は、アボリジニ同士の親族関係の徹認方法について以下の

ように語った22)。

f2人のアボリジニが初めて会う と、 最初に聞くことは、「あなたはどこ出身ですかj

ということです。そしてそれは、今あなたがどこに住んでいるのかということではな

くて、あなたの祖先の土地はどこかという意味です。あなたが~ft と親族関係にあるか

ということです。それから、親族についての長い会話が始ま ります。そ して、 2人の問

に共通の親族がし、るかどうかを探って親族的つながりを械かめようとします。 r~ と 結

婚した~おばさんを知っていますか ?J というふうに。そうすると互いの関係、たと

えばイトコや収父叔母の関係が見つかるわけです。J

(2009年 3月 18日の聞き取り調査より )

また、「本物のj アボリジニとそうでない人を見分ける方法はあるのかという鉱者の質問

に、ある 50代の男性は次のように答えた。

「そういった人々はコミュニティの人に知られていません。アボリジニで、あるためには、

府の色が黒:し、必要はありませんが、 今日では、コミ ュニティの中で知lられていて、そ

この人々と関係を維持していて、コミュニティの活動に参加 していなければなり ませ

ん。ある人がやってきて、アボリジニの家を手に入れようとしても、コ ミュニテ ィの

人が設も彼のことを士j]らなければ証明書に署名する ことができません。た とえ彼がア

ボリジニのように見えたとしてもです。というのも、彼はこのコミュニティの人々と

交わっておらず、訟も彼のことを知らなし、からです。アボリジニであるということは、

アボリジニのコミュニティの一員であるということです。そ してなぜ今になってアボ

リジニ・コミュニティに加わりたいのかということです。なぜアボリジニであること

が大変であった時代にここにいて、人々と助け合わなかったのかということです。つ
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まりこういうことです。あなたがアボリジニで、あってもそうでなくても、 20年前にあ

なたは私たらのコミュニティの一員ではないと決めたのですから。」

(2008年 8月 19日の聞き取り調査より)

Tカレッジの人々の諮 りをまとめると、周囲からアボリジニとしての承認を得るためには、

アボリジニの出自を有するたけでなく、 実際に、他の学生との親族関係が確認でき、さらに

現住でもコミュニティの人々とのれ会関係を維持していることが重要であることがわかる。

政府機関とアボリジニ組織の 2つの事例を比較すると、 1，lil者とも脊類上は先述の 3の基準

に従い、とりわけ出身コミュニティからの承認が重視され、 貯の色は関係ないとされるとい

う点では一致する。そこには、過去の政策で自明視されていた混lfJlの度合いとアボリジニで、

あることの結びつきを切り離そうとする姿勢が共通して窺える。このように、表向きには「人

種」に基づく区分けを無視 しようとする政府およびアボリジニ組織の方針は評価できるもの

である。しかし、 問時にそれは、次章で述べるように、現実の主流社会に存在する人種概念

による区分けがあたかも存在 しないかのように振る舞っているという見方もでき、人種に関

わる問題を根本的に解決したことにはならないといえる。

一方で、政府機関では、たとえアボリシナリティの審査基準が緩いものであっても、出身

コミュニティの認定組織の公印さえ得られれば十分とされるのに対し、アボリジニ組織では、

アボリジニの出自を有するたけでなく、他のアボリジニとの問に具体的な親族関係が体認、で

き、さらに出身コミュニティの人々との社会関係を維持しているかどうかが大きな鍵となる

という 点で異なる。すなわち、政府機関よりアボリジニ組織の方が、アボリジニであること

の基準が荷干厳 しく、アボリジナリティへのこだわりが強いといえる。そしてこれらの要素

が、アデレードのアボリジニ・コミュニティ内部で「本物の」アボリジニかどうかを判断す

る|療の重要な指標となっているのである。

4 個人レベノレでのアイデンティ ティの揺らぎ

4-1 3人の生活体験の事例

都市のアボリジニは、前主主で述べたような社会福祉サービスなどの利害が絡まない状況に

おいても、他者からアボリジナリティについて疑問を付されることがある。そこで本章では、

胞の色や文化的背景の輿なる 3人の生活体験の事例を通して、日常生活における他者との相

互作用の中で彼らがアボリジニであることをどのように受け止め、それに対応しているのか

を検討する。なお以下の 3人を取り上げた理由は、彼/彼女らは自分逮がアボリジニで、ある

と自認、しているにもかかわらず、主流社会において「アボリジニらしくなしリとみなされて

きたことから生じるもどかしさや憤 りを日;常的に筆者に語ってくれた人々であり、アイデン

ティティの揺れを分析する上で重要であると 考えたためである。
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事例 1 キャシー(1966年生まれ、女性)

キャシーはアデレード北西部の郊外、ウッドビルという 11円ーに、女 4人男 l人の兄弟姉妹の

三女として生まれた。父は、南アフリカ出身の白人と南オーストラリア州北西部のアボリジ

ニの混血で、母は、マーレー川下流域のンガリンジェリの出身である。幼し、頃に両親が向性婚

して以来、母や兄弟姉妹と共にタベルーなど、アデレードの中でもアボリジ.ニの人口率が高

い地域に居住し、 学校も近所のアボリジニの子供逮と同じ学校に通うなど、アボリジニ ・コ

ミュニティの中で育ってきた。彼女は学校で白人の生徒からアボリジニの侮称である「ブー

ン(‘Boong')J 23)と言われるなど、アボリジニで、あることを理由にいじめられたこともあっ

たが、他のアボリジニの子供連と団結してそのような状況になち向かっていた。

また、家庭内では、子供の頃から、同方の組閣に辿れられて彼女の出身地で、あるポイント・

マクレイ(ラウカン)・ミッションを訪ね、ンガリンジェリの聞に伝わる創1!t神話を聞いて

育った。祖母が亡くなった後は、母が彼女達に、家族の歴史や、ンガ リンジェリの言語が英

語に混さ唄ったアボリジニ英語を教えてくれたため、彼女は悦'にアボリジニとしてのアイデン

ティティを強く持っていたという。数年前に亡くなったキヤ シーのl習は、長年地Jl:のアボリ

ジニ組織で仰Jき、アボリ ジニのための'宇t校や文化学習センターの設立について政府関係者と

の交渉を行うなどコミュニティのために貢献した。そのため、キャシーはアボリジニ・コミ

ュニティの人々によく知られ、彼女が通う Tカレッジにおいても彼女がアボリジニである

ことは疑いのない事実として受け入れられていた。

キャシーは主流社会の人々から南ヨーロッパ系や中東系の移民と間違えられることもあ

るが、「私の外見はホワイトだけど、内面は純]f且 (full-blood) のような気分よ」と言い、ア

ボリジナリティを強く 主張 していた。しかし一方で、彼女のアボリジナ リティは、中央砂漠

等の遠隔地出身の 「伝統的なアボリジニj との対比によって常に揺らいでいた。彼女は、都

市生まれの自分逮は 「文化を喪失してしまったJため、 「伝統的なアボリジニでもなく、白

人でもなしリと認、識していた。ある日彼女は鉱者に、地元の美術館で「伝統的な」アボリジ

ニ芸術の展示会が開かれ、そこには北部準州や巾央砂漠からの「胞の黒い、 伝統的なアボ リ

ジニ (dark，traditional AboriginaO Jの芸術家が来ていることを教えて くれた。そ して彼女は

「彼らの中には私迷のことをアボリジニとして受け入れない人もいるのよ。まあその気持ち

はわかるけどね。だって彼らは本物のアボリジニ(trueAboriginaO 24)だからJと諮っていた。

「純血」、「伝統的なアボリジニ」という言葉からは、彼女がかつて政府から抑し付けられ

た人極的カテゴリーを内面化していることが読み取れる。そして上記の発言・から、彼女はア

ボリジニであるあるという自己認識をもらながらも、遠隔地のアボリジニのような外見や伝

統文化を砲さないために、自分が 「本物のjアボリジニとしての要件を十分に満たしていな

いと考えていることが窺える。

一方で、アボリジニであると判断のつく胞の色をしていたと しても、それだけでは周囲か

らアボリジニとしての承認を得られない場合もある。
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事例 2 スティーブ (1957年生まれ、男性)

スティーブは、南オース卜ラリア州のヨーク半島 (YorkePeninsula) 25)のワラルー(ポイ

ント・ピアス・ミッション)で、ンガリンジェリの父とナーランガの母のもとに男 4人女 2

人の 6人兄弟姉妹の三男として生まれ、アボリジニであると容易に判断のつく外見をしてい

る。幼少時代に家放とともにアデレードに引っ越すが、間もなく父親が亡くなり 、母親は白

人男性と再婚した。その後家庭の経済的司1・情から、 8歳の頃から約 7年間メルボルンの白人

里親家庭のもとで育てられ、その問アボリジニと桜する機会は殆と。なかった。メルボルンで

は、パスの中で自分の隣には誰も座らないなど周りの白人から差別的な扱いを受け、アボリ

ジニであることについて否定的なことを言われ続けたという。

彼は、 15歳の頃にアデレードに戻り、 実の家族と再会するが、メルボルンで暮らしてい

た聞にアボリジニの親族との付き合いが途切れしまった。そのため、自分とポイント・ピア

スの人々がどのような親放|比l係にあるのかを忘れてしまい、自分が維なのかについて悩んだ。

その後彼は、ポイント・ピアスのコミュニティを訪ね、叔母の家族と一緒に暮らす中で、自

分のルーツや家族について学び、叔父、叔旬、イトコやコミュニティとの結びつきを取り戻

した。

しかし、 20代前半でアデレードヘ戻った後、彼のアイデンティティは再び揺らぐことに

なる。彼はそのことについて次のように語ってくれた。

「アデレードに戻った後も、常に自分には何かが欠けていると思っていました。 l列らか

に、 自分がアボリジニであると知っていましたし、周りにいる人々も皆アボ リジニで

した。でも私はアボリジニであることが何を意味するのかがわかりませんで、した。あ

る日 白人から「アボリジニだったら、ディジェリド、クをl次けるだろうつ」などと言わ

れ、「ノー」と答えるしかありませんでした。私はこんな胞の色をしているにもかかわ

らず、自分の文化について知らなかったからです。私はそのことを恥ずかしく思うと

同時に、怒りを感じていました。J

(2008年 4月 7日の聞き取り調査より)

その後彼は、中央砂漠地櫛のアボリジニと交流のあったイトコから、ディジェリドゥやダ

ンス、ドリーミング ・ストーリーをはじめとする伝統文化を学び始め、 一時期中央砂漠にお

けるアボリジニの家朕のもとに滞在し、「伝統的なj生活を体験することもあった。同時に、

彼は権利回復運動にも力[1わり 、主流社会の人々を対象にアボリジニと非アボリジニの歴史や

人種差別の問題について文化教育センターなどで講義を行ってきた。現在彼は、アデレード

郊外のアボリジニ文化センターで子供述に文化を教える傍ら、アボリジニ・ パフォーマーと

しても活蹴 している。彼は自分こそが草の根のアボリジニ (grassrootsAborigine) であると

言い、 最近になってアボ リジニであると自己同定し始めた人々を以下のように非難する。
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「最近では、アボリジニで‘あればお金を得ることができ、そのお金で子供たちを学校に

行かせることができるようになりました。そのためアボリジニの数は急瑚しました。

それに対して私は償りを党えます。それは本物のアボリジニ (realAboriginal) が色々

な問題を解決するためのお金でした。お金がもらえるようになる前は、差別を受けな

いようにするために、アボ リジニで‘あることを隠し、否定する人々がし、ました。特に

lffが白い場合、彼らは自分迷のことをマオリやスペイン人で・あると偽っていました。

そしてお金がもらえるようになると 、突然アボリジニになったのです。それは簡単に

得られるお金だったので、そのボートに飛び乗ったのだと思います。」

(2008年 8月 19日の聞き取り調査より)

このように、 主流社会では依然として、 j習の色と伝統文化の維持という 2つの条件が互い

に結び付けられ、スティーブは「アボリジニらしし、」外見をしながらも、伝統文化を継承し

ていないという「矛盾jによってアイデンティティの揺れを経験したと認識していた。その

ため、彼がアボリジニとしてのアイデンティティを再構築する過程で、 主流社会で流通して

いるディジェリドゥやアボリジニ芸術等をはじめとする文化イメージが重要な参照点にな

ったのである。また彼は、それまでの人生にお、いてj習の白いアボリジニよりも頻繁に人種差

別に遭い、社会運動に参加して人種差別燐絶を訴えてきた。彼は、最近になってアボリジニ

であると主張し始めた人々を、 単に経済的恩恵を受けたいだけであるとして非難し、長年ア

ボリジニをめぐる社会的状況改善のための主張を行ってきた自分こそが「本物の (real)Jア

ボリジニで、あると考えている。

しかし一方で、スティーブは、 Tカレッジにおける他の学生との中日互交渉において、「本

物の」アボリジニかどうか疑わしい人々に対して、あからさまに批判的な態度をとることは

なかった。代わりに、そのような人々に対して、彼は「無関心」ともいえる態度をとった。

彼は、カレッジでの休憩時間や昼食時間を、主に親族や長年付き合いのあるポイント・ピア

スやラウカン等の州南部のリザーブ(ミッション)出身者と共に過ごし、それ以外の面識の

ないアボリジニとは取り立てて関わろうとはしなかった。このように、州南部のリザーブ出

身者が州北部や他州の出身者に対して無関心な態度をとるという点は、先行研究においても

報告されている [Inglis1961・204]。

スティーブは、アボリジニに対する優遇政策が開始されて以降、新たにアボリジニである

と自己規定した人々のアボリジナリティを「否定する立場」であったといえる。以下では、

「否定される立場」の人の事例から、アイデンティティの揺らぎについてみていきたい。

事例 3 ネイソン(1969年生まれ、男性)

ネイソンは、ピクトリア州の地方11汀で同州出身のアボリジニの父と白人の母の聞に生まれ

る。彼の外見は白人のそれと殆ど変わらない。彼は 20代の頃に自分の父親がアボリジニで

あったことを知らされる。それまで白人として生きてきた彼は、自分のアイデンティティに
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ついて悩んだ。彼は高校を中退した後、アデレードで職人として働いていたが、 重度のアル

コール中毒になり、 一度命を落としそうになった。その後彼はアボリジニとして人生をやり

直すことを決意 した。

彼は、アボリジニのための奨学金を利用して Tカレッジに入学 し、歴史や文化について

学ぶと同時に、他のアボリジニと出会い、交流しようとした。Tカレッジ卒業後、彼は大学

に進学して心理学を専攻しているが、将来的にはアボリシニ・コミュニティのために働きた

いと考えている。彼は周囲の人々からアボリジニとして認められることの難しさについて次

のように諮っている。

「以前私はアイデンティティの問題を抱えていました。それは自分の胞が白いせいです。

周りの白人の友人に「俺はアボリジニだ」と言っても「お前は白し、から白人じゃない

かJといって誰も信 じてくれませんでした。今私は一人暮らしをしていますが、私の

家の前にはアボリジニの旗が掲げてあります。家主さんに「白人なのになぜそんなこ

とをするのかj と聞かれましたが、 「それがありのままの自分なんだ」と答えました。

自分のアボリジナリティを他人に示すのが難しいと感じます。もっと胞の色が黒けれ

ばよかったのにと思います。おもしろいことに、 黒いアボリジニは白くなりたくて、

白いアボリジニは黒くなりたいと思っています。J

(2008年 6月 19日の聞き取り調査より)

このように彼は、 周りの白人に 自分がアボリジニであることを否定されるのは、 自分の胞

の色のせいだと考えている。彼の外見は白人のそれと区別がつきにくいがゆえに、 黒 ・黄・

赤から成るアボリジニの放‘を掲げるなど可視的な文化要素を提示することを通して、周囲の

人々に自分がアボリジニであることを訴えなければならないので、ある O

また彼は、白人だけでなく、アボリジニの倶11からもアボリジナリティを否定された経験も

あるという。彼は、父親がアボリジニであれば、 自分もアボリジニとして扱われて当然だと

考えていた。それにもかかわらず、アデレードでアボリジニのための住宅を巾精した際に、

アボリジニ審査委員会に2度税絶されたという。そのときには父親が既に亡くなっていたた

め、アボリジニ証明書を得ることが難しく、 審査委員会で彼がアボリジニの子孫であること

を知る友人にそれを証明してもらわなければならなかった。このような経験もあり、彼はT

カレッジに入学した当初は、周りの人々に受け入れられるかどうか不安であったという。 実

際、彼のことを温かく 受け入れてくれる人々もいれば、「お前は白人じゃないかj と言 う人

もいたが、彼は自分がアボリジニであることを否定する人々の言い分も理解できるため、そ

れに対して怒ることはないと諮っている。

ネイソンは、 Tカレッジでの学生生活において、 同じコースを専攻する学生や、同年代の

学生と11幅広く交流していた。しかし彼の友人の多くは、他州出身者や「盗まれた世代」の人々

など、彼と同様にアデレードのアボリジニ・コミュニティにおいて周縁的な立場に置かれた
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人々で占められていた。このことから、カレッジにおいて、スティーブのような「草の被の

アボリジニjとアボリジナリティに疑いをもたれる人々との聞には精神的距雌があることが

窺える。

ネイソンは、胞の色が白く、父親が他州出身者であり、アデレードのアボリジニに知られ

ていないことによって、白人からもアボリ ジニからもアボリジニであるこ とを否定されやす

い立場にあった。アデレードのアボリジニの多くは、 表向きにはアボリジニであることと防

の色とは関係ないと諮るが、 現実にアボリジニ・コ ミュニティにおいてhlられておらず、且

つ胞の色が白い人の場合は疑いをもたれやすいのである。実際に Tカレッジの 10代後半の

男子学生の中には、 I胞の白いアボリジニなんて変だ。アボリジニは黒くなければならない。J

と言い、陰で胞の白いアボリジニへの嫌悪感を示す者も見られた。このように、 主流社会に

おける人種概念は、アボリジニの問でも浸透しているのである。

こうした状況にもかかわらず、ネイソンは、 Tカレッジの人々と積極的に交流し、コ ミュ

ニティの一員としての承認を得ょうと鍔めていた。彼は最近、アボリジニとしての意識をさ

らに高めるために、アデレード平原のアボリジニの言語であるガーナ語の夜間クラスにも通

い始めた。それは、周閣の人々からアボリジニであることを否定され続ける中で、 主流社会

の人々およびアボリジニの双方が納得し、他者の前で提示できるアボリジナリティを獲得 し

ようとする彼なりの戦略ともいえる。

4・2 考察

前項で取り 上げた 3人は皆、先住民政策が同化政策から自主決定政策へと大きく 変化して

聞もない 1970年代から 1980年代に思春期もしくは育審期を過ごしている。この時期には、

アボリ ジニの政治運動などによって、社会においてそれまで無視されていたアボリジニの存

在が浮かび上がりつつあった。しかしこのような政治レベルで叩変化にもかかわらず、 主流

社会においてアボリジニで‘あることは依然として否定的に捉えられていた。白人からの偏見

や差別に、アボリジニ・コミュニティの中で脊ったキャシーは他のアボリジニと団結するこ

とで対処し、スティーブは権利回復運動に参加し、 主流社会の人々に人種差別の問題を訴え

るという形で対応した。

親族や出身コミュニティとの紐，吊;を維持してきたキャシーと スティーブにとって、アボリ

ジニであることは自明のことであった。こうした自己意識は共通の組先や出身地を主な基盤

として形成されたエスニシティとしての側面を，出びていた。それにもかかわらず、彼らのア

イデンティ ティは遠隔地のアボリジニとの比較によって揺らいだ。双方とも、遠隔地のアボ

リジニは現在でも伝統文化を保持しているのに対し、自分逮は文化を失ってしまったため、

自分遠のアボリジニとしてのアイデンティティが不完全で、あると捉えていた。これは伝統文

化を有するアボリジニこそが「本物のjアボリジニであるという 主流社会のステレオタイプ

がアボリジニによって内面化されていることを意味する。

また、スティーブにとって「本物のJアボリジニであるための重要な基準は、これまでア
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ボリジニ・コミュニティの社会活動に参加し、人々と助け合った経験があるかどうかという

点であった。スティーブやキャシーのように長年アボリジニ・コミュニティと深く関わって

きた人々からすれば、 1990年代頃にアボリジニとなったネイソンのアボリジニ・コミコニ

ティにおける位置づけは周縁的なものであると思われる。特に、自らを 「草の根のアボリジ

ニ」と称するスティーブの目には、人種差別も経験せず、最近になってアボリジニと 自己同

定し始めた人々は、住宅や奨学金等の経済的恩恵を得るためにアボリジニであることを利用

しているにすぎないと映っていた。

一方でネイソンは、「父親がアボリジニで、あれば、 自分もアボリジニとして扱われて当然

だ」と考え、 「本物のJアボリジニの基準をめぐるスティーブの見解との聞にズレがみられ

る。彼は、 白人からもアボリジニからもアボリジニであることを否定されやすい中で、次第

にアボリジニであることの客観的要素を提示することの必要性を感じ始める。そこで彼は伝

統的な言語を学び始めたのである。

しかし、ネイソンが主流社会においてアボリジニとしての承認を得る上で、文化の習得以

上に重要であると考えていたのは肪の色であった。彼は、自分の!拐の色が白いために、 周囲

からアボリジニであることを拒否されやすいと考えているのである。贈の色をアボリジニら

しさと結び付ける態度はキャシーにもみられた。「私の外見はホワイトだけど、内面は純血

のような気分よ」という彼久の発言からわかるように、彼女は「純JfJLJのアボリジニこそが

「本物の」アボリジニであるとみなしていた。このことは、「アボリジニであれば黒くなけ

ればならなしリという Tカレッジの一部の若者に見られたステレオタイプと併せて、 主流

社会における人種に基づく認識がアボリジニの問で、も強く 浸透していることを表している。

このように、 「人種Jとしての区分けやそれを基にした差別は、非アボリジニからアボリジ

ニに対してのみならず、隠然とした形ではあるが、アボリジニの問で、も見られるのである。

以上をまとめると、長年アボリジニ・コミュニティの中で生きてきた人々の聞で、 「本物

のjアボリジニであることは、同じ地域出身の共通の祖先、 差別や貧困等の経験の共有、コ

ミュニティの人々との社会関係の維持といった要素から成るエスニシティの問題として認

識されていた。しかしながら、彼らは胞の色と伝統文化の維持の度合いを結ーびつける、 主流

社会での人種概念、に基づくアボリジニらしさの基準から完全には逃れられていなかったと

いえる。そしてアボリジニ自身がこのような外部からの規定を内面化したことが、常に彼ら

に「自分には何かが欠けているJと感じさせ、アイデンティティを揺るがす原因となってい

るのである。言い換えれば、 主流社会に恨強く残る人積概念がアボリジニに逆に照射された

結果、アボリジニ・コミュニティで形成された既存のエスニシティ概念、が人種概念、によって

揺らぎを見せていることがわかる。このことから、竹沢が主張するように、人徳とエスニシ

ティは、 二者択一的な排他的関係として理解されるものではなく、 両者は密接に絡み合って

いるといえる。
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おわりに

本稿ではまず、歴史的に政府によってアボリジニのカテゴリーがいかに規定され、それが

今 日のオーストラリア社会におけるアボリジニのアイデンティティに与えた影響について

みてきた。植民地化以降アボリジニに公民権が付与されるまで、先住民政策において、アボ

リジニて、あることは、混血の度合いによって決定され、その基準は時代やその時々の社会状

況に応じて変化する~意的なものであった。 1970 年代以降には、アボリジニによる自 主決

定の時流の中で、アボリジニか否かは自己申告制となり、政策上では混lIIlの度合いに基づく

カテゴリー化は見られなくなる。

このような変化を反映し、現在、アボリジニを対象とした社会編祉サービスを提供する政

府機関およびアボリジニ組織では、アボリジナリティを判断するにあたり、 JDの色は関係な

いとされ、出身コミュニティからの承認が重視されていた。特に、アボリジニ組織では、同

じ出身地域集団の人々との聞に顔の見える関係が確認でき、さらに現在までコミュニティの

人々との社会関係を維持してきたかどうかが重視され、その内容は政府機関よりも一歩踏み

込んだものであった。

しかし、本稿の事例を通して明らかになったのは、アボリジニは、親族や社会関係を基に

アボリジニであることを規定しようとするにもかかわらず、主流社会によって押しつけられ

た人積的カテゴリーを完全には無視できない状況にあるということである。そして、アボリ

ジニ自身が白人からのまなざしの中に自らを悶定化したことが[ファノン 1998:136J、彼ら

のアイデンティティを揺るがす要因となっていたという J主である。すなわら、人種概念から

エスニシティ概念、への変化を遂げようとする政府とは対照的に、現実に主流社会では人種概

念、が根強く存在 し、そのような人種概念がアボリジニに逆に照射された結果、エスニシティ

概念が人種概念によって揺らぎを見せぐいるのである。

このように、都市アボリジニのアイデンティティの揺れには、エスニシティと人種の問題

が複雑に絡み合っており、両者を完全に切り離して捉えることができないことが確認できた。

さらに、 一部の先行研究において、人磁は、支配集団などの他者によって規定されるのに刻

し、エスニシティは、 集団構成員自身による自発的な自己表象によるものであるとする区分

が行われてきたが [Banton1998J、本稿の窃伊lから、人種は支配集団だけでなく、被支配集

団の構成員自身によっても差異化の指標として認識されていることが明らかになり、そのよ

うな区分自体が有効でないことが指摘で、きる。この点は、新人種主義を事例としてエスニシ

ティ概念と人種概念の境界の|段l床化を強制する近年の人類学における議論に通底しており、

今後さらに考察を進めていく必要がある。
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には多くの有益なご指摘やコメン卜をいただいた。ここに記 して深謝申し仁げたい。なお、

オーストラリアでの現地調査は、 日 本学術振興会特別研究員奨励費 (平成 20 年度~21 年度)、

家日交流基金サー・ ニール・カリー奨学金 (研究プロ グラム)の助成により可能になった。

最後に、調査に協力してくださった現地の方々にお礼申し上げたい。

1)オーストラリアでは、都市(Urban)は人口 10万人以上ーの地域、地点II/J・炭牧場地域(Rural)

は人仁110万人以下を指し、それ以外の地域を述隔地または辺広 (Remote) と11手ぶ。遠隔地

には主に、北部準州、 西オーストラリア州北部、クイーンズランド州北部、 南オーストラリ

ア州北部が含まれる。

2) indigenousは、本来 natlveと同様に「土着民」を意味し、侮蔑的なニュアンスを含むもの

で、あったが、先住民による権利回復運動の文脈で、それが肯定的な意味合いを帯びる ように

なる中で、日本では「先{干民Jと訳されるようになった。そのため、 indigenousに 「先住J

という意味はなく、両者の聞には意味的なiAtがある[内堀 2009J。

3) このカレッジについては、アデレードのアボリジニのライフストーリーを扱った松山の

論文(松山 1993:434) におし、ても言及されている。

4) たとえば、ゲール等によってわわれた 1980年の調査では、アデレードに 10年以上居住

している 15歳以上のアボリジニ 134人のうも、 92人 (68.7%)が親族の暮らす家から5km

以内に周住していたという [Galeand Wundersitz 1982:79J。

5) アボリジニおよび卜レス海峡諸問民の賂史、文化、功r~lを称える週間。 毎年 7月に l週

間にわたって、オーストラリア全土の地方自 治体でフェスティパルや併:し物が行われる。

6)イギリス系白人による入楠開始当H寺、ガーナはクリスタルブルーク からケープ2ジャービス

にわたる領域に届住していた。当時ガーナは、 同じまたは類似の方言を話すホルドと 呼ばれ

る複数の集団から桃成されていた [Henuningl990・126J。

7) ンガリンジェリは、身体的にも文化的にもガーナをはじめとする近隣の地域集団とは大

きく 呉なり、独自の言語、生活機式、文化、身体的特徴を令・していた。たとえば、彼らの言

語は、ガーナの言語と一語も共通の言挺を持たず、 JJX:人ff(礼に関しても、ンガリンジェリは

割礼を行わないという点で、ガーナを含む多くの南オーストラリアの地域集団とは異なって

いた [Jenkin1985: 12-17J。

めたとえば、 1961年の国勢調査では、純血のアボリジニとは、 アボリジニの父と非ヨーロ

ッパ人の母を持つ人とされ、混血のアボリジニとは、アボリジニの殺とヨーロッパ人の親を

持つ人とされた [Rowley1970:344 J。
9) 南オーストラリアで 1850年代以降に設立された主要なキリスト教伝道集落 (mission

stations) の一つ。入植初期において、ヨーロッパ人による土地の最lげ:1f.や病気の堕延等によ

ってアボリジニの状況が線滅的であったにもかかわらず、政府による fJ:した先住民政策は

採られなかった。そのため、政府に代わり、 主にプロテスタン卜の教会によって、アボリジ

ニを泊や病気などヨーロッパ人がもたらす悪影響から遠ざけ、彼らに教育およびキリス ト教

の知識を提供することを 凶的にミッションが建設された。

10)このi公令の下では、アボリジニ省 (AboriginalDepartment) のチーブ・ プロテクターに、

21歳未満の純血および混IflLのアボリジニの法的後見人となる権限が 与えられた。これによ

ってチーフ・ プロテクターは、アボリジニの財産を管理 し、彼らのリザーブからの移動を制

限するなどの強い権限をもつことになった。

11)この定義の基礎となったのは、 1968年にアボリジニ問題担当大臣による、アボリジニと

は 「完全なまたは部分的なアボリジニの出自を有 し、 自らがアボリジニであると主張し、 コ

ミュニティからもそのように受け入れられている人」とい う定義であった [Departmentof 

Aboriginal Aff加rs1981:1-8J。
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12) オーストラリアにおいて一般的に、「ブラック (black)Jとはアボリジニのことを指し、

それは本来白人によって「劣っているj、「汚し、j、「怠惰であるIという否定的な意味と結び

つけられていた。しかし現α、Iフoラック」というカテゴリーは、アボリジニ自身によって

もアボリジニとしてのアイデンティティを線認するものとして肯定的な意味で用いられる

ことがある [Carter1994]。

13)3・lに記載されたデータは、 1J'l;者が 2008年 8月 12日に、アボリジニ住宅サービスの職員

に対して行った聞き取り調査で得られた情報に基づいている。

14) ABSTUDYとは 1969年から始まった奨学金制度で、 一般オーストラリア人が受け取るこ

とのできるオースタデ.ィ (AUSTUDY) とは別に組まれた財源である。 14i歳以上で、 主に

中等教育や高等教育を受けるアボリジニを対象としている。

15) この詔:明書は、アボリジニだけでなく、トレス海峡諸島氏にも与えられるものであるが、

先行研究において一般的に「アボリジニ証明書」と訳されているため[鈴木 1995、山内 2010]、

本稿もこの訳に従う。

16)一般の低所得者屑向けの公営住宅については州念体-でが~ 45000作|ーの物件があるのに対し、

アボリジニのみを対象とした物件は約 2000件であり、入手可能な物件の数に大きな差があ

る。

17)企業法 2006 (Corporations Act 2006)の下で法人化されたアボリジニまたはトレス海峡諸

島民協会、または理事会の全てのメンバーがアボリジニもしくは 卜レス海峡諸島民、または

双方から成るコミュニティ法人組織。応募者のアボリジナリティは、認定組織の理事会にお

ける公式会議での決議によって承認され、アボリジニまたは卜レス海峡諸島民の出自であり、

署名者として権限を付与された者による署名が与えられることになっている。

18) オーストラリアでは、 1900年代前半から 1970年代頃まで、アボリジニに英語や商洋的

価値観を身につけさせるために、特に混胤の子供を親から隔肉IEし、キリスト教施設や白人家

庭で育てる政策が採られていた。アボリジニの家族から辿れ去られた子供述は 「盗まれた世

代 (stolengeneration) Jまたは[失われた世代 (Iostgeneration) Jと呼ばれている。

19) 1999年から述邦政府と各州政府からの補助金により igjiきされている組織である。 リンク

アップ・サービスには、親子強制隔離政策によって辿れ去られた子供に会いたいという母親

からの問い合わせや、自分の母親や出身集団を知りたいという子イ共からの問い合わせがくる。

アボリジニのケース ・ワーカーは、クライアン トが知っている限りの家族史をもとに、国立

公文書宣告'や州立図書館等の機関を通して情報収集をし、肉親捜しをする。政府は当初jこのサ

ービスを 4年闘で終了する予定であったが、1;[j年クライアントの数がi曽え続けているため、

2009年の時点、でもサーピスが継続されている (2008年・5刀 13日、 SAリンクアップ ・サー

ビスl隊員への聞き取り調査より)。

2的 3・2に記載されたデータは、 2008年 6月から 8月、 2009年 3月に筆者が Tカレッジで行

った聞き取り調査によるものである。

21) 2011年の段階では、職業用英語、ビジネス、情報技術、接客、観光、社会奉仕、老人

介護、 闘芸、視覚i芸術コースが開かれている。

22)筆者が観察した限り、 Tカレッジの学生の大半は、脱皮の差はあるが、自分の親族関係

や出身コミュニティについて把握していた。また、アデレードのアボリジニの場合、南オー

ストラリア博物館や州立文書館[のアボリジニ家族調査部へ行けば、現夜の家族名をもとに祖

先についての調査のサービスを受けることができるu

23)本来、「アボリジニJという l呼称自体差別的であり、英語でも、‘Aborigines'と複数で用い

ることには問題ないが、 ‘Aborigine'と単数で用し、ることは勧められていない。また代わりに、

‘Aboriginal'が用いられることもある。

24)アボリジニの問では、「本物のJアボリジニという意味で、‘real'と‘true'という 2つの言

楽が互換的に使われていた。

25)アデレードの約 200km北西に佼置する半島。 1840年代頃に白人による入植が開始される
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前、同半島にはアボ リジニ地域集団、ナーランガが居住 していた。
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